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ヴァイマル共和政期ドイツの仲裁条約政策の展開と変容
─国際紛争の平和的解決をめぐるフリードリヒ・ガウスの政策構想─

　　
　　

井上健太郎
　　
　　
　　
はじめに

　
　本稿は、ヴァイマル共和政期のドイツによって進められた仲裁条約政策がどの
ように展開したのかを明らかにする。ドイツの仲裁条約政策の特徴は、仲裁裁判・
調停両手続きの併用によって国際紛争を平和的に解決する仕組みを制度化する
点にあった。この政策は、軍備制限下のドイツの時局に適合的であるばかりか、
国是であるヴェルサイユ条約の平和的修正を可能とするものでもあった1）。その
政策の中心にいた人物が外務官僚のフリードリヒ・ガウスである2）。ガウスは、
1923年に外務省第V局（以下、法務局）長に就任してから約20年間にわたって
外務省の政策決定過程に深く関与した。外務省指導部の一人であったカール・
フォン・シューベルトもしばしばガウスに助言を求めたが、その助言や提言が重
要な対外政策決定に結実したことも少なくなかった3）。その中でも、ガウスを中
心に進められた仲裁条約政策は、のちに「ガウス体制（System Gaus）」と呼ばれ
た、ドイツを中心とする仲裁条約網の構築を目標とした。この「ガウス体制」は、
ロカルノ条約および国際連盟（以下、連盟）と機能的に結合することで、最終的
に戦間期国際秩序の一部となった。
　ところで、ヴァイマル期の仲裁条約に関する研究は意外なほど少ない4）。それ
どころか、ペーター・クリューガーによれば、ヴァイマル期の仲裁条約政策の全
体像を検討した研究は皆無である5）。クリューガー以降も、そのような研究は管
見の限り見当たらない。ゲアハルト・シュトゥービーによるガウスの伝記研究
は、仲裁条約政策の形成と展開を詳細に分析してはいるが、その他の外務官僚の
政策構想や政策の全体像については記述が少ない6）。
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　また、仲裁条約政策と国際連盟が結びついたことは、国際条約ないし地域機構
と普遍的国際機構間の緊張関係という構図で論じることもできる。例えば帶谷俊
輔は、連盟理事会における中国代表権問題やチャコ紛争の調停のような様々な
観点から、連盟と地域機構間の複雑な関係を分析した7）。だが、上記の構図に基
づいて、仲裁条約政策と連盟がいかにして共存することとなったのかを論じた研
究は見られない。したがって、仲裁条約政策の展開過程を明らかにするためには、
上記の構図を踏まえて両者の関係性も分析する必要がある。
　また、ヴァイマル期の仲裁条約政策がいつ終わったかについても明確な結論は
出ていない。この問題を検討するには、ヴァイマル外交からナチ外交への転換を
めぐる外交史の連続性の問題に立ち入る必要がある。というのは、仲裁条約政策
がヴァイマル外交の骨子とも言えるロカルノ条約および国際連盟と機能的に結
びついた以上、ナチ外交への転換はその終焉を意味すると考えられるからである8）。
まず、ヴァイマル期の内にナチ外交へのターニングポイントを置く研究としては、
グスタフ・シュトレーゼマン外相の死（1929年10月）を転換点と見做す研究9）

や、大統領内閣期（1930～ 33年）のフランツ・フォン・パーペン内閣期にヴァ
イマル外交からの転向が行われたと論じる研究10）が挙げられる。次に、北村厚は
ナチ外交への転換をクルト・フォン・シュライヒャー内閣ないしナチ期に見出
せるのではないかと論じた11）。また、ナチ期の中にヴァイマル外交との断絶を求
めるアネッテ・シュミット=クリュクマンは、外交史の転換を、ナチ期前半（1933

～ 36年）の対外政策決定過程における外務省の比重の低下と同定した12）。その
際、同氏はナチ期前半の対外政策上の大きな転機として東方政策（ドイツ=ポー
ランド不可侵条約および反ソ・反共政策）とラインラントの非武装化地帯問題を
重視した。そこで本稿は、シュミット＝クリュクマンと基本的に同じ見解に立
ちつつ、この外交史の転換を再考することで仲裁条約政策の終点を明らかにする。
　以上の先行研究の残した課題に鑑みて、本稿は、先行研究が看過してきた、仲
裁条約政策に関する外務官僚らの政策構想、同政策と連盟との関係、同政策の
終点に新たに着目することで、形成から変容までの同政策の全体像を明らかにす
る。その際、本稿は以下の3つの論点を検討していく。第一に、主にガウスの政
策構想に焦点を当てることで、仲裁条約政策の形成・展開・変容過程を明らか
にし、ヴァイマル外交における同政策の位置づけを再考する。第二に、仲裁条約
政策と国際連盟との関係を分析する。第三に、仲裁条約政策の終点を明らかに
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するために、ヴァイマル外交からナチ外交への転換をめぐる問題ついて考察を試
みる。
　最後に、本稿の構成を示す。まず、仲裁条約政策の前提となる戦間期国際秩
序の構造、仲裁裁判・調停制度の発展、ガウスの出自と経歴を概観する。次に、
ドイツ=スイス仲裁裁判・調停条約交渉におけるガウスの政策構想に焦点を当て
ながら仲裁条約政策の形成と展開を論じる。第3節では、ルール危機における政
策転換からロカルノ会議を経てドイツの連盟加盟に至る中での仲裁条約政策の
変容を分析する。最後に、全体の総括を行う。
　
1.  戦間期国際秩序の構造と仲裁裁判・調停制度の発展

（1）戦間期国際秩序の中の国際連盟とドイツ

　第一次世界大戦の結果誕生した戦間期国際秩序は、その当初から敗戦国ドイ
ツの封じ込めを前提として構築されたものであった13）。それは一枚岩的な国際秩
序というよりも、相互に連関する3つの「体制」によって支えられていた。その3

つとは、ヴェルサイユ体制、世界経済体制、ジュネーヴ体制である。ヴェルサイ
ユ体制は英・米・仏を中心とする戦勝国の軍事的、経済的プレゼンスに支えら
れた戦後秩序であり、世界経済体制は戦時経済から平時経済に復帰した市場原
理に基づく国際貿易体制であり、ジュネーヴ体制はウッドロウ・ウィルソン米
大統領の普遍主義的平和主義に由来する国際協調体制であった14）。
　これら3つの体制に支えられた戦間期国際秩序の下、戦後の政治的課題（講和
条約の履行等）を包括的に処理するために、連合国間ないしは国家間国際組織が
必要とされた。国際連盟は、最高理事会と大使会議と並んで、そのような国際組
織の一つであった15）。連盟は「集団安全保障を国際関係の基底にしようとする最
初の試み」であり、その理念を謳った連盟規約の核心は平和の維持にあった16）。
ところが、ドイツは連盟の集団安全保障体制の蚊帳の外に置かれていた。「明ら
かに、当時国際連盟はドイツを異端者と見做す条約［ヴェルサイユ条約─執筆者
註］の一部として誕生した」のである17）。その意味で連盟もドイツの封じ込めを
前提に創設されたものであった。したがって、周辺国に対して軍事的に弱体なド
イツは、自国との間で発生しうる国際紛争をいかに平和的に処理するかという問
題に対して独自のアプローチで対応せざるを得なかったのである。
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（2）仲裁裁判・調停制度の発展

　国際紛争を平和的に解決する試み自体は、国際連盟の創設を待つまでもなく
第一次世界大戦前から存在していた。その試みのうち本稿が重視するのが、仲裁
裁判と調停である18）。両者は多国間協定と二国間条約という2通りの形式で制
度化されていった。
　まず、多国間協定としては、1899年と1907年のハーグ平和会議において取り
決められた国際紛争平和的処理条約がある19）。この多国間条約は、ドイツ=スイ
ス仲裁裁判・調停条約の中で仲裁裁判所を構成する際に準拠されるなど、のち
のドイツの仲裁条約政策に少なくない影響を与えることとなった。次に、二国間
条約の締結方法としては、一般的仲裁条約を締結するか、別の条約・協定（例え
ば通商条約）に仲裁裁判に関する条項を挿入するかの2通りが存在した。その
際、「名誉条項並びに利害条項（Ehren- und Interessenklausel）」が含まれるのが常
であった20）。これと一線を画すのが、1913年から翌年にかけて米国が各国と締結
した諸条約（ブライアン諸条約）である。これは従来の形式とは異なり、「名誉条
項並びに利害条項」を含まず、拘束的な仲裁裁判手続きの代わりに常設委員会に
よる紛争の審理と紛争解決案の勧告を定めるというものであった21）。第一次世界
大戦後には、ロカルノ条約を含む一連の国際紛争の平和的解決システムが構築
された。その際、法律問題と政治的問題との峻別が前提とされた。また、多くの
個別条約に仲裁裁判・調停に関する規定が設けられた。それゆえ、戦間期は二
国間仲裁条約が本格化した時代と位置づけられる22）。
　

（3）フリードリヒ・ガウスの出自と経歴

　本節の最後に、ガウスの出自と経歴を確認しておこう。フリードリヒ・ヴィ
ルヘルム・ガウス（Friedrich Wilhelm Gaus）は 1881年 2月 26日に、ブラウン
シュヴァイク公国のマールム（Mahlum）で農場主の次男として生まれた 23）。ガ
ウスは1899年の復活祭当日にマルティーノ＝カタリネウム・ギムナジウムでア
ビトゥーアを取得した後、4年間に5つの大学を渡り歩きながら法学を学んだ。
1902年6月に第1次法律学試験に合格した結果、同年7月以降、ブラウンシュ
ヴァイクの司法官庁で司法試補見習の準備勤務に就くこととなった。1907年1

月には第2次法律学試験にも合格し、同年7月に外務省への入省を果たした。
　入省後のガウスは、1907年11月から1910年8月にかけて第 II局（通商局）と法
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務局（正式名称は「第 III局」）に交互に配属された後、ジェノヴァとイスタンブー
ルの総領事館に続けて派遣された。1912年6月にベルリンへの帰任を命じられる
が、1914年7月に第一次世界大戦が勃発すると、ガウスは1916年7月に外務省法
務局に戻るまで兵役に服した。
　1918年11月にドイツと連合国の間で休戦協定が締結された後、ガウスは法務
局の講和条約交渉部署の担当官に任じられた。その後、パリ講和会議に臨むド
イツ代表団の一員に選ばれ、講和条約草案に対するドイツ側対案の作成に関与
した。同年7月以降に和平局の法律問題担当官、法務局の法律担当官、駐ミラ
ノ総領事代行を歴任した後、1921年12月に法務局課長兼法律顧問に任命され
た。1923年5月にガウスは法務局長に昇進し、以後1943年までの約20年間にわ
たって外交上の法律問題を担当することとなった。
　ナチ期になると、ガウスはヨアヒム・フォン・リッベントロップ外相と個人的
な関係を築くことで外務省内での地位を維持したが、その分リッベントロップの
書記官的存在になっていった。また、ミュンヘン協定や独ソ不可侵条約草案の
作成に関与しただけでなく、第二次世界大戦中のホロコーストも認知していた。
一方、妻のケーテがユダヤ系だったため、ガウス自身も家族の「移送」を懸念し
ていたが、結局「移送」は最後まで行われずに終わった。
　1943年3月に特務大使に任命されるが、終戦直後に英国軍の収容施設に拘留
された。1945年のニュルンベルク国際軍事裁判では主要戦争犯罪人の弁護側証
人として出廷し、1947年のニュルンベルク継続裁判（ヴィルヘルム街裁判）で
も米国検事側の重要証人として証言を行った。そして、1955年7月17日にゲッ
ティンゲンでその激動の生涯を終えた。
　
2.  仲裁条約政策の形成と展開―「ガウス体制」の胎動

（1）ドイツ＝スイス仲裁裁判・調停条約

　仲裁裁判・調停条約交渉では、スイス側は法学者のマックス・フーバーを、
ドイツ側はガウスをそれぞれ全権代表に指名し、7月28日から翌月2日にかけて
両者の間で最初の公式な交渉がベルリンで行われた24）。その際にガウスは、「仲
裁・調停条約の締結に関するスイスとの交渉のための一般方針」と題する文書
（以下、「一般方針」）25）を作成している。この文書中のガウスの政策構想がのちの
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ドイツ=スイス仲裁裁判・調停条約の基礎となった点や、8月9日に外務省が条
約草案とともにフリードリヒ・ローゼン外相宛に送付した仲裁条約に関する覚
書 26）の内容とほぼ一致している点から、この「一般方針」はヴァイマル期の仲裁
条約政策の基本方針を分析する上で極めて重要な史料と位置づけることができる。
　さて、「一般方針」の中でガウスは、仲裁裁判・調停条約を平和的国際秩序の
布石と位置づけていた。ガウスによれば、「完全な平和的国際秩序」の確立がドイ
ツ側の望むものであるが、ドイツは国際連盟未加盟国のため、仲裁裁判・調停条
約の締結に頼らざるを得ず、国家間紛争を伴うリスクを辛うじて取り除いている
にすぎない。しかし、それを超えたところに完全な意味での国際紛争の平和的解
決が存在するとガウスは考えていた27）。
　そのためにスイスと締結すべき条約の交渉で特に重視されたのが、仲裁裁判手
続きと調停手続きの両立問題である。ガウスによれば、すべての紛争問題は例
外なく平和的方法で解決されなければならない。その際、国際連盟規約第13条2

項 28）が定めるところの純粋な法律問題には、拘束力のある仲裁裁判手続きが例
外なく適用される。その一方で、国家の名誉、独立、死活的利害に関わる政治色
の強い法律問題に関しては、原則として仲裁裁判手続きを適用するが、当事国の
要求があれば政治的問題と同様に調停手続きでも解決することが認められる。当
該紛争が政治的に重大な問題かどうかの決定は、各国の任意ではなく常設裁判
所によって下される。なお、すでに国際紛争平和的処理条約が仲裁裁判手続き
を、ブライアン諸条約が調停手続きをそれぞれ定めていることから、ガウスはこれ
らの条約を参考にスイスとの仲裁裁判・調停条約の基本構想を立てることができ
た 29）。
　その後8月以降も両国間で交渉が進められた結果、「一般方針」をベースとした
ドイツ＝スイス仲裁裁判・調停条約は12月3日に締結された。その後、翌年1月
10日の当該条約に関する法案の閣議決定を経て、30日に国会で可決され、2月
28日に公示された30）。当該条約によってドイツとスイスは、外交的手段で解決で
きないすべての紛争を仲裁裁判または調停によって解決する義務を負った（第1

条）。仲裁裁判所は原則として国際紛争平和的処理条約に準じて構成される（第
6条）が、仲裁裁判の対象となるのは連盟規約第13条2項に準じた法律問題に限
定された（第2条）。さらにそれら法律問題が「その国の独立、領土の不可侵もし
くはその他の死活的利害に関係する事案」であることが当事国によって認められ
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た場合は、当該紛争には調停手続きが適用される（第4条）。また、仲裁裁判で解
決されない紛争問題も調停手続きに回される（第13条、第14条）。調停手続きで
は、常設調停委員会が紛争問題を調査し、拘束力を持たない報告書を提出する
こととされた（第15条）。
　この仲裁裁判・調停条約は、「法律上の紛争を仲裁裁判によって……その他の
紛争を調停手続きによって平和的に解決する包括的なシステムの最初のもの」と
して位置づけられる31）。ドイツはこの条約によって、一切の国家間紛争問題を武
力によって解決せず、条約で規定した仲裁裁判手続きと調停手続きの組み合わ
せで処理する方針を確立した。本稿では、今後この方針に基づいて構築される仲
裁条約網を「ガウス体制」と呼ぶこととする32）。スイスとの条約締結後、外務省
と政府はこの「ガウス体制」の構築に邁進していくのである。
　

（2）仲裁条約網の構築の模索

　ドイツ＝スイス仲裁裁判・調停条約は、締結される前から今後の仲裁条約政
策の始点と見做されていた。エルンスト・フォン・ジムゾン外務次官代理は
1921年9月5日の閣議で、同条約が今後締結される他の仲裁条約のモデルに活
用される意義を強調していた33）。また、先述の8月9日付の覚書は、ドイツが仲
裁条約をまずは小国だけと締結する方針に言及していた34）。実際にヴァルター・
ラーテナウ外相は、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、オ
ランダがドイツ=スイス仲裁裁判・調停条約と同様の条約をドイツと締結する意
志があるかについて各国政府に照会するよう各公使館に指示した。その際ラーテ
ナウも、ドイツが国際連盟の非加盟国であることから、各国との仲裁・調停条約
の締結が連盟による国際紛争の平和的解決の代替となると考えていた35）。また、
ベルンハルト・ヴィルヘルム・フォン・ビューロー外務省国際連盟特別課長は、
連盟理事会による紛争解決手続きへの対抗や連盟改革を外部から働きかけるため
に、ドイツ＝スイス仲裁裁判・調停条約を活用することを構想していた36）。
　このように、ドイツの仲裁条約政策はスイスとの条約をモデルとしつつ、戦時
中の中立国や中小国との交渉を優先し、また国際連盟のカウンターバランスとし
ても期待された。だが、実際の条約交渉は進捗しなかった37）。その要因の一つに
隣国との領土問題があった。ドイツ=スイス仲裁裁判・調停条約が「相互にその
独立と領土の不可侵を固く尊重する」旨を宣言していたことから、同条約をベー
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スとした条約交渉は停滞を余儀なくされたのである38）。
　また、1924年9月20日にスイスはイタリアと仲裁条約を締結したが、この条約
はすべての紛争問題を仲裁裁判手続きで解決することを定め、ドイツとの条約に
準拠しない性質のものであった。そのため、従来の仲裁条約政策の再検討を迫ら
れたと感じたガウスは、ビューロー、ゲオルク・マルティウス法務局国際法課長、
法学者ヴァルター・シュッキングらと協議し、結局のところ今までの政策方針を
堅持するという結論に達した39）。
　このように、ガウスと外務省指導部は、障害にぶつかりつつも、ガウスの仲裁条
約政策方針を維持したままロカルノでの条約交渉に臨むこととなる。

表：ヴァイマル共和政期（1918～33年）にドイツが締結した仲裁・調停条約

1）ロカルノ関連条約。
出典：Kraus (Hrsg.), Internationale Schiedssprechung, S. V-VI; Schiedsgerichts- und Vergleichs-
verträge europäischer Mächte von 1920-1934, in: Die Friedens-Warte, Bd. 35, Nr. 4 (1935), S. 
145-154.

条約・協定 締結日
ドイツ＝スイス仲裁裁判・調停条約 1921年12月3日
ドイツ＝スウェーデン仲裁裁判・調停条約 1924年8月29日
ドイツ＝フィンランド仲裁裁判・調停条約 1925年3月14日
ドイツ＝エストニア仲裁裁判・調停条約 1925年8月10日
ドイツ＝ベルギー仲裁協定 1） 1925年10月16日
独仏仲裁協定 1） 1925年10月16日
ドイツ＝ポーランド仲裁条約 1） 1925年10月16日
ドイツ＝チェコスロヴァキア仲裁条約 1） 1925年10月16日
独蘭仲裁裁判・調停条約 1926年5月20日
ドイツ＝デンマーク仲裁裁判・調停条約 1926年6月2日
独伊調停・仲裁裁判条約 1926年12月29日
ドイツ＝リトアニア仲裁裁判・調停条約 1928年1月29日
独米調停条約 1928年5月5日
独米仲裁裁判条約 1928年5月5日
不戦条約 1928年8月27日
独露調停条約 1929年1月25日
ドイツ＝トルコ仲裁裁判・調停条約 1929年5月16日
ドイツ＝ルクセンブルク仲裁裁判・調停条約 1929年9月11日
ドイツ＝ウルグアイ仲裁裁判・調停条約 1933年1月30日
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3.  仲裁条約政策の変容―「ガウス体制」の国際化

（1）ルール危機における転換とガウスの安全保障協定案

　1923年1月11日にフランス・ベルギー両軍がルール地方に侵攻したことで発
生した危機（ルール危機）は、ドイツの仲裁条約政策の転換点となった。先述の
ように、ドイツは国際連盟外で戦時中の中立国や中小国と仲裁条約を締結する
方針を立てていたが、ルール危機に直面したことでフランスの安全保障利害に配
慮しなければならなくなったのである。
　4月25日、シューベルト第 III局長は安全保障問題に関する覚書をフレデリッ
ク・フォン・ローゼンベルク外相に提出した。その際シューベルトは、ガウス
の安全保障協定案（以下、「4月25日付ガウス案」）を付属文書として添付してい
た40）。この「4月25日付ガウス案」は独仏間国境の安定化を目的としたライン協
定案の見取り図であり、ドイツの仲裁条約政策の観点から次の2つの点で重要で
ある。一つは、同案第3項目が、隣国による保証の下で独仏両国は外交ルートで
は解決できないすべての紛争問題を、法律問題については仲裁裁判手続きで、そ
の他の紛争問題については調停手続きでそれぞれ解決するという案を提示した点
である。これは、ドイツが中立国や中小国とのみ交渉を行うという従来の方針を
修正し、フランス（とその他の隣国）と「一般方針」に基づく仲裁裁判・調停条
約を締結する意思を示したことを意味する。もう一つは、「4月25日付ガウス案」
が、1922年12月にヴィルヘルム・クーノ首相が提示したライン協定案（クーノ
案）とともに、ロカルノ条約の呼び水となったドイツの安全保障協定案（1925年
1月）の原案となった点である41）。これは結果的に、ガウスの仲裁条約政策がロ
カルノ条約と結びつくきっかけとなった。したがって、この「4月25日付ガウス
案」は「ガウス体制」の国際化の嚆矢と位置づけることができる。
　

（2）ロカルノ条約との結合―法律専門家会議（1925年8月～9月）

　1925年初頭、ジュネーヴ議定書（1924年10月）の代替として英仏同盟がドイ
ツを排除した形で成立することを恐れたシュトレーゼマンは、フランスの求める
独仏国境の安全保障を自ら申し出た42）。その結果、クーノ案と「4月25日付ガウ
ス案」をベースとしたドイツ側覚書が1925年1月20日に英国政府に、2月9日に
フランス政府にそれぞれ送付された。これを受けてフランスは、英国および東欧
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の同盟諸国（ポーランドとチェコスロヴァキア）と協議した上で、6月16日に回
答をドイツ政府に送付したが、その内容はドイツ側の満足するものではなかった
43）。特にフランスの仲裁条約案に関してドイツ外務省指導部が問題視したのが、
第一に同案が武力行使による紛争解決の余地を残したことであり、第二に仲裁条
約の違反国を選定する裁量を条約保証国に認めたことである44）。というのも、軍
備制限下のドイツにとって、2年前のルール侵攻のような武力行使の余地は残し
てはならなかったからである。また、東欧二国との仲裁条約を第三国（具体的に
は同盟国のフランス）が保証することは、ポーランドとの領土問題を抱えるドイ
ツにとってリスク以外の何物でもなかった。
　ガウス自身も、8月2日に駐ダブリン総領事館から極秘に送られてきた英国政
府の安全保障協定案 45）に関する所見の中で、フランスおよびベルギーのそれぞれ
と締結される仲裁条約による紛争解決は「例外なき義務」でなければならず、武力
行使の余地を残してはならない点を強調していた。その一方で、ガウスによれば、
東欧二国との仲裁条約はフランスおよびベルギーとのそれとは性質を異にする。
このガウス所見で重要な点は、ガウスが西部と東部の国境を区別しており、東部
国境に関しては武力行使を留保すらしていたことである46）。
　このガウス所見からまもなく、安全保障協定に関する法律専門家会議が8月
31日から9月4日にかけてロンドンで開催された。この会議にはセシル・ハース
ト（英国代表）、アンリ・フロマジョ（フランス代表）、エドゥアール・ロラン＝
ジャックマン（ベルギー代表）、マッシモ・ピロッティ（イタリア代表）、そして
ガウス（ドイツ代表）が出席した。議題の中心は8月12日付の英仏共同の安全
保障協定案（以下、共同案）47）であった。ガウスは、共同案が6月16日のフラン
ス案から前進したと好意的に評価する一方、共同案に対していくつかの修正を求
めた。仲裁条約に関しては、共同案が戦争に訴えることを禁止したのに対し、ガ
ウスは「侵攻」も含めたあらゆる武力行使を禁じるよう主張した。また、ガウスは
すべての紛争問題を仲裁裁判手続きのみで解決する政治的リスクを説き、法律問
題を仲裁裁判手続きで、その他の紛争問題を調停手続きで解決する方式を認め
させることに成功した48）。これとは対照的に、フランスがドイツと東欧二国との
仲裁条約を保証するか否かをめぐって会議は紛糾した。ガウスは、仲裁条約の保
証によってフランスがドイツとポーランド間の対立に介入する口実を得ることを
危惧したのである49）。この保証問題をめぐっては見解の相違が大きかったため、
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ロカルノでの本会議で引き続き交渉することとなった。
　

（3）「ガウス体制」の国際化

　フランスによる東欧二国の仲裁条約の保証問題は、10月5日から16日にかけ
て開催されたロカルノ会議の争点の一つであった50）。この問題をめぐって独仏両
国が結局折り合わなかったため、ハーストが妥協案を出すことで解決が図られた。
その結果、フランスはポーランドおよびチェコスロヴァキアとそれぞれ協定を別
個で締結する一方、ドイツと両国との仲裁条約の保証を放棄することとなった。
その際、独ポ国境の承認または一切の武力行使の禁止を仲裁条約に盛り込むか
否かをめぐって、ポーランドのアレクサンダー・スクシンスキ外相とガウスが衝
突する場面があった。このため、ガウスがポーランド側との交渉継続を望まなく
なるほど、会議は一時紛糾した。だがフランスが譲歩した今、東欧二国にはガウ
スの「一般方針」をベースとしたドイツとの仲裁条約を受け入れるほかに選択肢
がなかった51）。仲裁条約交渉は、基本的に法律専門家会議でのガウスの構想に
沿った形で決着したのである。
　12月1日にロンドンで最終調印されたロカルノ関連条約 52）のうち、ドイツが締
結した仲裁条約・協定は、通常の外交的手段で解決できないすべての紛争問題を
仲裁裁判または常設国際司法裁判所に提訴することを締約国に義務づけた（第1

条）。また、締約国はこの司法的解決の前に調停による解決に合意し、常設調停
委員会に紛争問題を提議することができた（第2条）。調停による解決が失敗した
場合は、当該紛争問題は司法的解決に付される（第16条）。逆に司法的解決が不
可能な紛争問題は常設調停委員会に付託され（第17条）、同委員会の解決案に
関して当事国が合意に達しなかった場合は、当該紛争問題は当事国の一方の申
し立てによって国際連盟理事会に付託されることとなった（第18条）。なお、ラ
イン協定第2条が締約国への武力行使を禁じたのに対し、ドイツの東部国境に関
してはこのような規定は設けられず、国境修正時の武力行使の可能性が理論上は
残された点に留意する必要がある。
　国際連盟との関係に関しては、上記の仲裁条約・協定によっても連盟加盟国
でもある締約国の権利と義務は損なわれず、連盟の平和維持活動は制限されない
旨を明記することで、両者の間に一応の整合性を設けた（第21条）53）。そしてド
イツの連盟加盟をロカルノ条約の発効条件とすることで、一連の仲裁条約・協定
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と連盟規約は機能的に結びつくこととなった。
　その後、予定から半年間遅れて1926年9月にドイツの連盟加盟が実現した。
これによってドイツが隣国と締結した仲裁条約・協定は正式に発効し、ガウスの
政策構想に基づく仲裁条約政策（「ガウス体制」）は名実ともに「国際化」を果た
したのである。

おわりに

　
　以上から、ヴァイマル共和政期の仲裁条約政策について、その形成から変容ま
での全体像が明らかとなった。以下では、「はじめに」で提示した3つの論点を考
察していく。
　第一に、ガウスの政策構想に基づく仲裁条約政策は、ドイツの封じ込めを前提
とした戦間期国際秩序に対するドイツ独自の柔軟な適応過程と位置づけること
ができる。それは、第一次世界大戦前の仲裁裁判・調停制度を継承しつつ、ドイ
ツを中心とする仲裁条約網（「ガウス体制」）を確立せんとする政策であった。こ
の「ガウス体制」は、ロカルノ条約および連盟規約と結合したことで、戦間期国
際秩序を部分的に変容させ、同秩序の対独敵対性をある程度緩和した。他方で、
ロカルノ条約で東部国境修正の可能性が武力行使を留保しつつ残されたことで、
ガウスは、例外なく紛争を平和的に解決するという1921年以来の原則を放棄す
ることとなった。部分的に変容した点では、ドイツの仲裁条約政策も同じであっ
た。
　第二に、仲裁条約政策と国際連盟との関係は緊張から共存へと変遷した。た
しかに、ドイツ＝スイス仲裁裁判・調停条約が締結された直後は、外務省内に仲
裁条約政策を連盟への対抗手段とする動きもあった。だが、ロカルノの仲裁条
約・協定が連盟規約と機能的に結びついた結果、「ガウス体制」は連盟との間で
ある種の共生関係を築くことができたのである54）。
　第三に、ドイツの仲裁条約政策はいつ終わったのか。本稿は、その終点をロカ
ルノ条約の失効に求める。ここで言うロカルノ条約の失効とは、1936年3月の
ドイツ軍によるラインラント進駐ではなく、1933年10月の国際連盟からのドイツ
の脱退を意味する。先述のように、ロカルノ条約はドイツの連盟加盟を発効条件
としており、かつドイツ以外の締約国はすべて連盟加盟国であった。シュトゥー
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ビーの言葉を借りれば、ロカルノ条約とは全締約国が連盟加盟国であることを前
提とする多国間協定であった55）。たしかにライン協定は条約の失効条件を規定
したが、連盟脱退という形での締約国の一方的破棄については特段の規定は設け
られなかった。したがって、ドイツが連盟を去った時点で、ロカルノ条約はすで
に有名無実化していたと考えられる。そして、それは同時にヴァイマル外交から
ナチ外交への転換をも意味した。ドイツの連盟脱退は、仲裁条約政策の終焉だ
けでなくヴァイマル外交の破局をも招来したのである。
　
【付記】本稿は JST次世代研究者挑戦的研究プログラム（JPMJSP2138）および JSPS特別

研究員奨励費（23KJ1423）による研究成果の一部である。
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